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特許庁の情報システムの概要
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１．特許庁の業務について
特許庁は、発明、考案、デザイン、ブランドなどの知的財産の保護・活用を図り、産業の発達に寄与するため、
産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）制度を運営。
発明、考案、デザイン、ブランドについて、それぞれ特許法、実用新案法、意匠法、商標法（産業財産権四法）
に基づき、審査や権利の付与を実施し、保護を行う。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権は、それぞれ保護対象や権利期間に違いがあるため権利取得のための
手続きが異なるが、特許庁ではそれぞれに対応した業務を実施。
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年間出願件数：３２万件

●高度な技術的創作であって、産業上有
用な物や方法等

●権利期間：出願から２０年

年間出願件数：６．５千件

●技術的創作のうち、物品の形、構造等

●権利期間：出願から１０年

年間出願件数：３万件

●新規性と創作性が有り美感を起こさせる
物品の形状等

●権利期間：出願から２０年

年間出願件数：１６万件

●商品やサービスの名称

●権利期間：登録から１０年。更新あり

産業財産権

特許権（発明） 実用新案権（考案）

商標権（ブランド、マーク）意匠権（デザイン）
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２．ペーパーレス化の歴史

世界の中でも極めて多い特許や商標等の出願件数に加え、技術内容の高度化・複雑化、審
査資料の増加、及び人員確保の制約の中で、審査・事務処理負担の増加に対し、審査処理
の質を一層向上しつつ業務の効率化を目指すための対処が常に求められている。

紙の出願原簿を管理する事務処理システム（1961 年）、登録原簿の電子化（1978 年）
等のシステム化を順次実現してきたが、「紙」が出願書類や特許文献の原本となっていることに
変わりはなく、出願包袋※を業務を実施する部署に移動させることで方式審査、実体審査、公
報発行等の業務を行っていた。

この後、「ペーパーレス計画」（1984 年）では、「紙」による物流を廃止し、特許情報をデジタ
ル化して還流させることにより、①審査処理の効率化、②事務処理の効率化、③特許情報提
供サービスの充実、④当該計画に基づき構築されるデータベースの交換等による国際協力の
積極的推進、を実現することを目指し、特許出願及び特許情報をデータベース化し、出願から審
査・審判・登録に至るまでの特許事務処理及び民間への情報提供をコンピュータを利用して効率
的に処理するシステムの構築を行った。また、同計画策定に合わせ、電子計算機業務課（現・
情報技術統括室の前身）の設置を行い、特許庁におけるIT 化へ向けた体制を整備した。

※ 特許の申請や審査において、出願一件ごとに関係する書類をまとめたもの。



３．情報システムの開発の歴史とオンライン出願率

3
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1990年 2016年
1984年（昭和59年） 7月 ペーパーレス計画を策定
1985年（昭和60年） 1月 特許文献検索システムの運用開始
1990年（平成2年） 12月 特許・実用新案の電子出願受付開始
1993年（平成5年） 1月 ＣＤ－ＲＯＭ公報発行開始
1998年（平成10年） 4月 パソコンでの電子出願受付開始
1999年（平成11年） 3月 特許電子図書館（ＩＰＤＬ）の開設
2000年（平成12年） 1月 意匠・商標・国際特許出願・審判の電子出願受付開始
2001年（平成13年） 1月 出願端末をパソコンへ一本化
2004年（平成16年） 1月 ＤＶＤ－ＲＯＭ公報発行開始（ＸＭＬ）国際特許出願

（ＲＯ）の電子出願受付開始
2005年（平成17年） 10月 インターネット出願・電子納付開始
2007年（平成19年） 1月 インターネット公報（意匠）発行開始
2009年（平成21年） 1月 手数料の口座振替による納付開始
2010年（平成22年） 1月 インターネット公報（商標）発行開始
2010年（平成22年） 4月 電子出願をインターネット出願に一本化

世界の知財庁で電子出願システム
の導入は日本国特許庁が最初

他国では・・・
欧州 ： 2000年
米国 ： 2000年
韓国 ： 1999年
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４．特許庁の情報システムの概要
特許庁は１９９０年（平成２年）に世界初の電子出願システム（ペーパーレスシステム）を実現｡
産業財産権四法に基づき、大量の出願（年間約５０万件（特許・実用新案・意匠・商標））の受
付から、審査、登録、審判等に至るまでの多岐に渡る業務（電子手続のみならず、庁内業務や発送）
を処理する複雑・大規模な情報システムが稼動中。
紙出願の書類も受付後に電子化することで、出願書類のほぼ全てを電子的に処理。

特許庁 (独)工業所有権
情報・研修館

（INPIT）

J-PlatPat

一般利用者

情報活用業者

整理標準化データ

特許情報等

海外特許庁

申請人
個人・企業・大学・
弁理士事務所等

データ
交換

インター
ネット

インターネット公報
起案支援
システム

検索
システム

自動
編集

自動方式
チェック

外注機関
紙出願の
データエントリー

登録調査機関に
よる下調査

インターネット
出願

オンライン発送
（特許庁からの受信）

オンライン請求
・閲覧

（特許庁への
請求・閲覧）

実体審査

出
願
受
付

方
式
審
査

先
行
技
術

調
査

特
許
公
報

発
行

登
録

審
判

起
案

公
開
公
報

発
行



５．電子手続の導入と業務の効率化
②現在

申請人
出願

郵送
持参

審査

インター
ネット

特許庁

書類
出願
書類

書類
出願
書類

５

インターネット
出願ソフト

特許事務
機械化システム

出願書類のほとんどが電子書類であるから、庁内の
物流が大幅減。
「インターネット出願ソフト」の書式チェック機能等に
よって、申請書類の形式的な不備を少なくし、申請
人において形式的な不備による特許庁からの手戻
りを削減することで、権利化までの時間を短縮。
自動方式審査の導入により、方式審査業務をシス
テムが支援する環境整備を行い、方式審査を行う
職員の目視確認件数を大幅削減。

①1990年12月以前（電子手続導入前）

申請人
出願

郵送

持参

審査 出願書類

出願から登録まで出願書類を紙のま
ま処理するため、庁内で大量の物流が
発生。
出願書類は紙であるため、形式的な
軽不備であっても方式審査を行う職
員の目視確認でしか発見できない。

特許庁



6

6．電子手続の概要（１）
特許庁への電子手続は、「インターネット出願ソフト」※を利用。
電子手続を行う際には、不正な手続を防止するため電子証明書を使って本人確認。
電子手続を行うには、事前の申請人利用登録が必要。
申請人利用登録では、「インターネット出願ソフト」の「申請人情報・証明書管理ツール」を用いて、氏名
等の申請人情報、電子証明書を特許庁に届出

※ 電子出願ソフトサポートサイト（http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/index.html）からダウンロード可能

申請人利用登録の流れ

●申請人情報
（氏名等）

特許庁
受付システム

申請人

④申請書類
の作成

①電子証明書の入手

②「インターネット出願ソフト」
のダウンロード

③申請人利用登録

⑤電子手続

電子証明書
認証局

ブリッジ認証局

確
認 ●電子証明書
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６．電子手続の概要（２）
「インターネット出願ソフト」は、申請書類の送信、書類の閲覧請求、発送書類の受信など様々な機能を有する。
申請人から送信される電子証明書等の情報と、特許庁に届出がされた申請人に関する情報とを用いて認証を行った
上で電子手続を可能とすることにより、強固なセキュリティを確保。
「インターネット出願ソフト」は、書式チェック機能を有しており、後続の形式的な不備のチェック負担を軽減。
出願関連書類の作成支援として、電子出願サポートサイトの設置、出願関連書類作成支援ソフト「かんたん願書作
成」※の提供、を実施。

※ 電子出願ソフトサポートサイト（http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/index.html）からダウンロード可能

特許庁
受付システム

高速かつＳＳＬでセキュリティが確保さ
れたインターネット回線

電子証明書

インターネット

出願ソフト

申請書類の送信

特許庁からの
発送書類の受信

出願関連書類作成支援として
①電子出願ソフトサポートサイト設置
(各種マニュアルや申請書類の

ひな形を提供）
②「かんたん願書作成」の提供

申請人

出願関連書類作成

電子手続

受付

作成した申請書類を
「インターネット出願ソフト」
を利用して特許庁に提出

申請人から送信される電子証明書等の
情報と、特許庁に届出がされた申請人に
関する情報とを用いて認証を行った上で
電子手続を可能とすることにより、
強固なセキュリティを確保。
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７．電子手続から方式審査までの流れ
申請人がHTML形式で作成した申請書類は、インターネット出願ソフトで自動的にXML形式（特許の
場合）に変換されて、特許庁に送信される。
提出された申請書類に形式的な不備があるか確認した後、不備の有無や内容に応じて申請書類は振
り分けられ、自動方式審査または目視審査が行われる。

申請人

形
式
的
不
備
の
確
認インターネット

出願ソフト

方
式
審
査

完
了

不備無

目
視
審
査

職権訂正等

補正指令等 等

HTML形式

XML形式

自
動
方
式
完

申請人は申請書類をHTML形式で作成する。
インターネット出願ソフトを通して特許庁に
申請する際、自動的にXML形式に変換。

方式審査

目視審査

自動方式審査

形式的な不備有
目視確認が必要なもの

料金不足等の
単純な不備有

出
願
受
付

決
裁

形式的な不備とは、例えば以下のような
もので、機械的に判断することが適切でな
いものは目視確認としている。
・請求の範囲に【請求項○】の記載がな
い。

・【発明の名称】が二つ以上ある。

目視審査を行う職員は、機械的
に判断された形式的な不備の確
認に加えて、機械的に判断するこ
とが適切でないものについて目視
審査を行っている。
目視審査で判断するものとして
は、例えば、イメージデータで提出
された優先権証明書の確認など
がある。

自
動
補
正
指
令

補正指令等
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８．かんたん願書作成の概要（１）

①スタート画面で作成したい書類の
四法区分を選択。
（以降は特許を選択した場合）

①スタート画面で作成したい書類の四法区分（特許、実用新案、意匠、商標）を選択。
②作成が必要な書類の種類を選択。

②手続に応じて作成が必要な書類の種
類を選択。
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８．かんたん願書作成の概要（２）

項 目

入力領域

③説明を参考にしつつ書
類に必要事項を記入。

書 類

④すべての項目を入力すると書類名タブにある
○印が緑色になり、申請書類が完成。完成し
た書類はインターネット出願ソフトに取り込み
可能となるHTML形式でファイル出力が可能。

③作成が必要な書類について、説明を参考にしつつ必要事項を記入。
④すべての項目を入力すると書類名タブにある○印が緑色になり、申請書類が完成。完成した申請書類はインターネット
出願ソフトに取り込み可能となるHTML形式でファイル出力が可能。
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８．かんたん願書作成の概要（３）

各書類の作成に必要事項を
記入し、「チェック」をクリックすると
書式チェックが可能。

書類に不備があると
メッセージを表示。

各書類の作成に必要事項を
記入し、「チェック」、「全体チェック」
をクリックすると書式チェックが可能。

かんたん願書作成で作成した書類は、書式チェック機能を用いて形式の確認が可能。
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８．かんたん願書作成の概要（４）
かんたん願書作成で作成した書類は、入力不備の箇所があると状態が「作成中」となり、インターネット出願ソフトが
取り込み可能なHTML形式で出力しようとするとエラーメッセージが表示される。
入力不備がない書類は状態が「完成」となり、HTML形式で出力される。

●入力不備がある書類

●入力不備がない書類

「作成中」の書類をHTML形式で出力
しようとすると・・・

出力は可能であるが、
インターネット出願ソフトに取り込むと
エラーになる旨が表示される。「完成」の書類はエラー等の表示はされ

ずHTML形式で出力できる。
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９．インターネット出願ソフトの概要（１）
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９．インターネット出願ソフトの概要（２）
インターネット出願ソフトにHTML形式で作成した申請書類を取り込むと書式チェックを自動で実行。「エラー」や「警告」
がある場合はメッセージが表示される。

①HTML形式で作成した申請書類を取り込むと
書式チェックを自動で実行。

②「入力チェック結果表示」をクリックすると書式
チェックの結果が表示される。「エラー」の場合は
形式上重大な誤りがあり、申請書類の提出が
できない。「警告」の場合は、内容の再確認を
促すもので、申請書類の提出はできる。
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９．インターネット出願ソフトの概要（３）

形式上の不備がなくな
れば出願可能な状態
となる。
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【参考】かんたん願書作成で作成した出願書類の例（HTML形式）

「インターネット出願ソフト」で取り込んだHTML形式の出願書類はXML形式に自動変換され、特許庁に送信される。
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【参考】インターネット出願ソフトで変換した出願書類の例（XML形式）

【参考】XMLファイルをテキストファイルにしたもの特許願のXMLファイル




